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行 政 制 度 調 整 表 

専門部会 １ 総務部会 分  類 ４ 広域行政  中条町担当 総務課 企画調整係 担当者名 佐 藤 公 一 

分 科 会 ２ 企画分科会 調整項目 ２ 新発田地域圏事務組合  黒川村担当 総務課 庶務係 担当者名 小 熊 龍 司 

            

現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

 
新発田地域広域事

務組合 

 
 （中条町・黒川村とも、全て同じ一部事務組合に加入している。） 
 

  

名称 新発田地域広域事務組合 
設立年月日 昭和４６年９月１日 
事務所の位置 新発田市中央町５丁目４番７号（広域合同庁舎内） 
設置目的 事務の共同処理 
事業内容 ・広域市町村圏計画の策定並びに実施及び連絡調整に関する事務 

・市町村圏基金による計画及び実施に関する事務 
・介護保険法に基づく要介護認定及び認定に係る審査会による判定に関する事務 
・消防組織及び消防法に基づく町村の処理すべき事務 
・墓地、埋葬等に関する法律に基づく火葬場の設置・管理運営 
・ごみ処理施設の設置及び管理運営の事務（聖籠町を除く） 
・し尿処理施設の設置及び管理運営の事務（中条町、加治川村、黒川村を除く） 

構成団体 新発田市、中条町、紫雲寺町、聖籠町、加治川村、黒川村（平成１６年４月１日現在） 

 中 条 町 黒 川 村 
一般管理費負担分 ２６，５９０千円 ６，５１４千円 
火葬場分 ５，８５８千円 １，４３５千円 
消防分 ２７５，４９２千円 １０５，２４４千円 
介護保険認定審査事業分 ６，１７４千円 １，４７６千円 

負担金 
 

ごみ関係（ごみ処理、不燃物処理、最終処分）分 １８０，１５８千円 ３３，９０６千円 

 
新発田地域老人

福祉保健事務組

合 

 

名称 新発田地域老人福祉保健事務組合 
設立年月日 昭和４７年５月１日 
事務所の位置 新発田市中央町５丁目４番７号（広域合同庁舎内） 
設置目的 事務の共同処理 
事業内容 ・老人福祉法に規定する養護老人ホームの設置及び管理運営 

・土曜・休日夜間救急診療所の設置及び管理運営 
構成団体 新発田市、豊栄市、阿賀野市、中条町、紫雲寺町、聖籠町、加治川村、黒川村（平成１６年４月１日現在） 

 中 条 町 黒 川 村 
老人施設運営費分 ５，６４２千円 １，９１５千円 
施設改築費負担金 １５，５４２千円 ５，１０６千円 

負担金 

休日等診療所負担金 ７，０４６千円 ―  千円 

 
合併の前日を持って当該組合から脱退

し、新市において当該組合若しくはこれ

を継承する組合等に継続して加入する。 
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現     況 

記載事項 中 条 町 黒 川 村 
調 整 方 針 備  考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

財政への影響額 単位：千円 
 予算額 調整後見込額 影響額（増減） 

 
下越障害福祉事務

組合 

 

 
 

名称 下越障害福祉事務組合 
設立年月日 昭和３５年７月２０日 
事務所の位置 新発田市中央町５丁目４番７号（広域合同庁舎内） 
設置目的 事務の共同処理 
 
事業内容 

・児童福祉法に規定する知的障害児施設の設置及び管理運営事務 
・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設の設置及び管理運営事務 
・生活保護法に規定する救護施設の設置及び管理運営事務 
・旧伝染病予防法の規定により設置した隔離病舎の管理事務 

構成団体 ４市１１町村（平成１６年４月１日現在） 

 中 条 町 黒 川 村 
救護施設運営費分 １１，９９７千円 ３，９８１千円 
知的障害者・児施設運営分 １０，９０６千円 ３，３９３千円 

負担金 

隔離病棟の管理分 ０千円   ０千円 

中条町 ５４５，４０５ ５４５，４０５ ０ 
黒川村 １６２，９７０ １６２，９７０ ０ 
計 ７０８，３７５ ７０８，３７５ ０ 関係法令等 

地方自治法 
新発田地域広域事務組合関係規約 

備考 平成１５年度当初予算ベース 
 


